
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

お問合せ 苫前町教育委員会社会教育課（TEL 65-4076） 

苫前町小中学校保護者の皆様へ 

苫前町でもスマートフォン等を持っている児童生徒が年々増えています。そこで、教育委員会・

校長会・ＰＴＡ連合会が連携し、児童生徒のネットトラブル等の未然防止を目的として、小中学生

の携帯電話・スマートフォンの使用に関するルールを作成しました。 

 各家庭では、下記の内容を踏まえ、家庭の実態に合わせてルールを話し合ってください。 

苫前町の木：ナナカマドには、「私と一緒にいれば安心」

という花言葉があります。みんなで見守り、子どもたち

に寄り添って、安心できる苫前町をつくりましょう！ 

苫 前 町 教 育 委 員 会

苫 前 町 小 中 学 校 長 会 

苫 前 町 Ｐ Ｔ Ａ 連 合 会 

【児童生徒が守る「とままえ」の約束】 

   友達や自分の時間を大切にします！ 

小学生：夜８時、中学生：夜 10 時以降は、携帯電話やスマート

フォンを使いません。  

 周りの人に教えません！ 

         名前やメールアドレス、個人が特定
と く て い

できる写真などを公開しま 

せん。 

   周りの人を傷つけません！ 

         ＬＩＮＥなどの通信
つ う し ん

アプリを利用するときは、自分が言われて嫌
い や

だと思うことは書きません。 

 遠慮
え ん り ょ

しないで相談
そ う だ ん

します！ 

         困ったことや分からないことがあったら、必ず保護者や先生に 

相談します。 
 

【保護者が見守る３つの約束】 

① 保護者は、子どもを有害サイトから守るためにフィルタリング 

サービスを利用します。 
 

    ② 保護者は、子どもの携帯電話・スマートフォンの使用 

状況を確認します。 
     

③ 保護者は、約束の時刻になったら子どもが携帯電話・ 

スマートフォンを使わないように約束します。 
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「とままえ」の小中学生 携帯
け い た い

電話
で ん わ

・スマートフォン利用ルール 
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